
様式１（規則第５条関係）

福　山　市　長　様

（法人にあっては事務所の所在地）

（法人にあっては名称及び代表者の名前）

　福山市建築物における駐車施設の附置等に関する条例（昭和４６年条例第１９号）第７条の規定
に基づき、駐車施設の を次のとおり届け出ます。

2.5m×6.0m以上の区画 2.5m×6.0m未満の区画 計

附置する場所 2.5m×6.0m以上の区画

福山市 ㎡）

住所 2.5m×6.0m未満の区画

㎡）

名前 計

㎡）

附置する場所 認定年月日

福山市

住所 認定番号

福指令都第 号

名前 規模

台

変更理由 直近の届出の受理年月日

変更内容 直近の届出の受理番号

福都第 号

附置

月 日

都－2025.3.28

※附置義務緩和区域内の
場合のみ記入 □□株式会社　代表取締役　□□　□□ 20

変
更
の
場
合

年

駐

車

施

設

に

関

す

る

こ

と

敷地からおおむね
５ ０ ０ ｍ 以 内 の
集 約 駐 車 施 設

使 用
承 諾 者

0.00

※附置義務緩和区域内の
場合のみ記入 △△　△△ 13 台(

725.00

□□町□丁目□□□番地□□ yyyy 年 mm 月 dd 日

□□県□□市□□番□□号 ○○

㎡）

構 造 平面・立体・地下複合式

敷地からおおむね
２ ０ ０ ｍ 以 内 の
場 所

△△町△丁目△△△番地△△ 13 台( 195.00

10 台( 125.00 ㎡） 50 台(建 築 物 内
又 は 敷 地 内

40 台( 600.00 ㎡）

使 用
承 諾 者

△△県△△市△△番△△号 0 台(

195.00

㎡

附置しなければならない台数（駐車の用に供する部分の面積） 73 台( 1,095.00 ㎡）

21,703.68 ㎡

12,345.67 ㎡ 8,901.23 ㎡ 456.78 ㎡ 21,703.68

附置義務緩和区域 区域内

12,345.67 ㎡ 8,901.23 ㎡ 456.78 ㎡

非特定部分 駐車施設 計

建

築

物

に

関

す

る

こ

と

届 出 内 容 新築

建 築 場 所 　福山市 ○○町○丁目○○○番地○○

用 途 地 域 等 商業地域

主 要 用 途 （例）物品販売店舗・共同住宅

延 べ 面 積
届 出

既 存

合 計

㎡ ㎡ ㎡ 0.00 ㎡

特定部分

（記入例）

届出者 住所： 広島県福山市東桜町3番5号

名前：
○○株式会社
代表取締役　○○　○○

駐車施設附置（変更）届出書

yyyy 年 mm 月 dd 日


